
 

八尾市ものづくり集積促進奨励金交付要綱 

平成１９年１０月１日制定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、八尾市中小企業地域経済振興基本条例の目的である市内産業集積の維持

発展のために、製造業者の市内での工場等の設置に対し奨励措置を講じることにより、本市で

の工場等の立地を促進し、また工業生産施設が集積する地域での円滑な生産活動を確保するこ

とにより、雇用の創出、産業振興及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。なお、本要

綱は、八尾市補助金交付規則（平成１６年八尾市規則第２６号）に基づき、交付基準、手続き

等を明らかにすることにより、公平性、公正性、透明性を確保するために策定するものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 製造業  日本標準産業分類における製造業をいう。 

 (2) 工場等  製造業として生産活動を行う工場又は製造業者が設置する研究開発施設、及

び附属する倉庫、事務所等をいう。 

 (3) 建築   建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 13 号に規定する建築をいう。 

(4) 購入   売買により所有権が移転することをいう。（一定以上の資本関係がある事業者

間の取引等を除く。） 

 

（奨励金対象地域） 

第３条 八尾市ものづくり集積促進奨励金（以下「奨励金」という。）の対象となる地域は、都

市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第１項第 1 号に規定する工業専用地域、工業地域又

は準工業地域とする。 

 

（奨励金対象者） 

第４条 奨励金の対象者となるのは、製造業を主たる事業として営む者であって、八尾市暴力団

排除条例（平成 25年八尾市条例第 20号）第２条第２号及び第３号に規定する暴力団員又は暴

力団密接関係者に該当しないものをいう。 

 

（奨励金対象事業） 

第５条 奨励金の対象となる事業は、第３条の対象地域における延床面積５００㎡以上の工場等

の建築又は購入とし、生産機能の拡大等に伴う次の各号に定める投資事業とする。 

(1) 工場等の設置を目的とする用地の購入。 

(2) 工場等の家屋の建築及び購入。 



 

（奨励金の額） 

第６条 奨励金は、対象事業の土地及び家屋に係る固定資産税の額に２分の１を乗じて得た金額

以内とし、予算の範囲内とする。 

２ 前項の奨励金の額は、市長が別に定める方法により算定する。ただし、奨励金の上限額は、

１事業あたり各年度１億円とする。 

３ 前項の規定により算定した奨励金の額に千円未満の端数があるときは、千円未満の端数は切

り捨てるものとする。 

 

（奨励金対象事業の指定） 

第７条 奨励金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める時期までに、奨励金対象事業指

定申請書（様式第１）（以下「指定申請書」という。）を市長に提出して、奨励金対象事業の指

定を受けなければならない。 

２ 指定申請書には市長が別に定める書類を添付しなければならない。 

３ 市長は、指定申請書の提出があった場合において、当該申請に係る事業を指定することが適

当と認めるときは、奨励金対象事業の指定（以下「指定事業」という。）をし、当該申請者に

対し、その旨を奨励金対象事業指定決定通知書（様式第２）により通知するものとする。 

４ 市長は、指定事業を決定する場合において、奨励金の交付の目的を達成するために必要があ

ると認めるときは、当該指定に必要な条件を付することができる。 

 

（指定事業の完了） 

第８条 前条により指定を受けた事業者（以下「指定事業者」という。）は、次の各号に掲げる

区分に応じ、指定の決定を受けた日からそれぞれ当該各号に定める時期までに、当該指定事業

を完了しなければならない。ただし、あらかじめこれにより難いことに正当な理由、若しくは、

当該指定事業が完了しないことに正当な理由があると市長が認めたときは、この限りでない。 

（1） 工場等を建築する場合  ３年 

（2） 工場等を購入する場合  ６月 

２ 指定事業の完了は、指定事業者が工場等の操業を開始した日とする。 

 

（指定申請内容の変更等） 

第９条 指定事業者は、指定事業が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やか

に奨励金対象事業変更等申請書（様式第３）を市長に提出しなければならない。 

（1）指定申請書又は添付書類に記載した事項に変更（軽微なものを除く。）があったとき。 

（2）指定事業の中止又は廃止をしたとき。 

（3）指定事業が予定期間内に完了せず、又は指定事業の遂行が困難となったとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認め

たときは、奨励金対象事業変更等決定通知書（様式第４）により、指定事業者に通知する。 



 

３ 市長は、指定事業の変更等を決定する場合において、奨励金の交付の目的を達成するために

必要な条件を付することができる。 

 

（現地調査） 

第１０条 市長は、職員をして現地調査を実施することができる。 

２ 指定事業者は、前項の調査に対して協力するものとする。 

 

（指定の取消し） 

第１１条 市長は、指定事業者又は指定事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定

を取り消すことができる。この場合において、奨励金対象事業指定決定取消通知書（様式第４

の２）により、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。 

（1）第３条、第４条又は第５条に規定する要件を欠くに至ったとき。 

（2）指定事業を廃止したとき、又は指定事業が廃止の状態にあると認めたとき。 

（3）第８条第 1 項各号に規定する期間を経過したとき。 

（4）偽りその他不正の手段により、事業の指定を受けたとき。 

（5）市税を滞納しているとき。 

（6）その他事業の指定後において特に不適当であると市長が認める事由が生じたとき。 

 

（地位の承継） 

第１２条 相続、譲渡、合併等により、指定事業者の事業を承継した者は、市長の承認を得て、

指定事業者の地位を承継することができる。 

２ 指定事業者の地位を承継しようとする者は、奨励金指定事業者承継承認申請書（様式第５）

を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認め

たときは、奨励金指定事業承継承認書（様式第６）により、申請者に通知する。 

 

（指定事業の完了報告） 

第１３条 指定事業者は、指定事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して３０日を

経過する日までに奨励金対象事業完了報告書（様式第７。以下「完了報告書」という。）を市

長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りで

ない。 

２ 完了報告書には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。 

３ 市長は第１項の規定による報告があった場合は、当該報告の内容が適正であるか検査し、そ

の結果を奨励金検査結果通知書（様式第７の２）により指定事業者に通知する。 

 

 



 

（奨励金交付の申請） 

第１４条 第８条第２項に規定する指定事業の完了後、指定事業者で奨励金の交付を受けようと

する者は、奨励金の交付を受けようとする年度に、市長が別に定める日までに、奨励金交付申

請書（様式第８。以下「交付申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 交付申請書には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。 

 

（奨励金の交付の開始時期及び交付期間） 

第１５条 奨励金の交付の開始時期は、次の各号のいずれか遅い年度とする。 

（1）指定事業者を納税義務者とする、奨励金の対象となる全ての資産にかかる固定資産税及

び都市計画税の納税通知書が初めて発行された日の属する年度 

（2）指定事業者が工場等の操業を開始した日の属する年度 

２ 奨励金の交付期間は前項の交付開始年度から５年以内とする。 

 

（交付の決定） 

第１６条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付するこ

とが適当であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、奨励金交付決定通知書（様式第９）

により、指定事業者に通知するものとする。 

 

（交付申請内容等の変更） 

第１７条 指定事業者は、前条の規定による通知を受けた後、奨励金の交付の決定の内容に変更

が生じた場合は、速やかに奨励金変更交付申請書（様式第９の２。以下「変更交付申請書」と

いう。）を市長に提出しなければならない。 

２ 変更交付申請書には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。 

３ 市長は、変更交付申請書の内容が適正であると認めたときは、奨励金変更交付決定通知書（様

式第９の３）により、指定事業者に通知するものとする。 

 

（納付実績報告書の提出） 

第１８条 指定事業者は、指定事業にかかる固定資産税・都市計画税の課税の納付が完了したと

きは、市長が別に定める日までに、奨励金納付実績報告書（様式第９の４。以下「納付実績報

告書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 納付実績報告書には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。 

 

（奨励金の額の確定） 

第１９条 市長は、納付実績報告書の内容が適正であると認めたときは、交付すべき奨励金の額

を確定し、奨励金交付額確定通知書（様式第９の５）により指定事業者に通知するものとする。 

 



 

（奨励金の請求） 

第２０条 前条の規定により奨励金交付額の確定について通知を受けた指定事業者は、奨励金の

交付の請求をしようとするときは、奨励金交付請求書（様式第１０）を市長に提出しなければ

ならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第２１条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を

取り消すことができる。この場合において、奨励金交付決定取消通知書（様式第１１）により、

その旨を当該指定事業者に通知するものとする。 

（1）虚偽その他の不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。 

（2）この要綱の規定に違反したとき。 

（3）市税を滞納しているとき。 

（4）その他交付決定後において特に不適当であると市長が認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の場合において、指定事業者が既に奨励金の交付を受けているときは、その全

額又は一部の返還を奨励金返還命令通知書（様式第１２）により命ずることができる。 

 

（指定事業者の努力義務） 

第２２条 指定事業者は、次の各号の事項について遵守するよう努めなければならない。 

 (1) 工場等の設置にあたっては、環境面等について配慮し、周辺への説明等を実施すること。 

(2) 7 年以上当該工場等での操業を継続すること。 

(3) 八尾市内で工場等を移転する場合であって、移転跡地が工業的利用に適しているときは、

当該跡地の工業的利用に努めること。 

 

（委任） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第７

条第３項の規定により決定を受けた指定事業については、同日後もなおその効力を有する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

この要綱は、平成２５年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の八尾市ものづくり集積促進奨励金交付要綱第５条及び第６条の規定は、平成２８年

４月１日以後の指定に係る事業について適用し、施行日前の指定に係る事業については、なお

従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年３月３１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の八尾市ものづくり集積促進奨励金交付要綱第６条の規定は、平成３０年４月１日以

後の指定に係る事業について適用し、施行日前の指定に係る事業については、なお従前の例に

よる。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の八尾市ものづくり集積促進奨励金交付要綱第４条の規定は、令和５年７月７日以後

の指定に係る事業について適用し、施行日前の指定に係る事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


